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軒 5医囲勿赫郊謗薔碇証を交付する。

第46条 (研修施設資格の喪失)以 下の項目に該当する場合は研修施設資格を喪失する。

1.研修施設要件を満たさなくならて12カ明経過した場合。

2.施設が認定を辞退した場飢                 _
3:資格の更新手続きを行わなかうた場飢     :

第47条 (資格の取り消し) 本学会認定研修施設として不適当と認めた場合は委員会と理事会において公

平な審査を行つた後、議決により資格を取り消すことができる。

第 15章 疑義・守秘・公示

第48条 (疑義)認 定および資格取消しに関する疑義は,書面をもつて理事長に行なうものとする.理事

長

'ま

委員会の議を経て6わ現以内に書面をもつてその結果を回答しなければならなし、

2.資格の取消しにあたっては,当該人または施設に弁明の機会を与えなヽヽ ね らなしヽ

第49条 (守秘)本 学会は申請書および報告書の内容について,その秘密を守る義務を負うものとする。

2.提出された申請書 報告書およびその複写は学会がこれらを保管するものとすると        、

3.書類の複写lム 審査の目的に限るものとし,複写はその年度の■連番号を付し,使用後は回収しな

ければならなし、                                  `
4.関係詢t職務上知り得たこれらの書類の内容を也に洩らしてはならなし、

第50条 (公開) 申請書および報告書の内容の公開は,統計の形式に限るものとし 本学会開断誌に掲載  :
するものとする:       ■     :  

｀                   .
2.会員は学術研究の目的で内容の公開を求めることができる。         .      1 ′

3.統計の実施と内容は その都度理事会の審議決定を経なければならなし、

第51条 (公示)本 学会は下記の項目についで決定した場合は,速や力|フ圏経覇霰駐およびホームペー

・    ジに公表する. ‐     _        
´

11委員会委員の氏名および所属施設               _
12.専門医研修認定施設の施設名および所在地                       

｀

1,指導医 ざ暫定指導医の氏名,お与び所属施設
‐

i    4_専門医の氏洛および所属施設                 ヽ   ‐         :
5.イリ見がん認定外科医の氏名おょ嚇 施載                 '  ',

.第 16章 規員Jの改正または改訂            .
第
152条

傷側の如  本蕩損JのELEに |ま哩幹 、給 の部 を得るものとする。

2.本規則の軽微な訂正鰤 内容に関わらなこ雨 は理事会の承認を得るものとする。

補則      |

1,本規則の施行に伴うチぼ孫暇Jを別途定める。
2.施行細則の改正は委員会が起案峠 の承認を受ける。

.                     
‐・     ・         8
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3.本規員Jの施行に関して、委員会及び理事会によつて決定された事項は、本学会ホームページや本学会機

関誌などに掲載し公開する。

付則                :.

1.本拶測は、平成23年 4月 1日 :よ り施行する。  .
21本学会開始時の学会員歴条件は1日 日本小児血液学会または旧日本41、児がスノ学会の会員歴を認めるものと

する。                           1
3.籠碇指導医の記0 1柳 胸 子日から2年間に限り、本学会II評ヨ医を育成するため回 す勁厳族患 ・

および小児がん領域に関する十分な学識と経験を有し、以下の要件をすべて満たす者を暫定指導医とし

て冑頚きケる。                .
1)師 の学会の専門医であること。    `                  ‐

2)通算8年以上の旧彫
～

lサ血液学会または旧日本
`jう

見がん学会の会員歴があり、 19年以上の小児  .
' 血液およびイ]呪がん臨床およ醐 の経験を有すること。

3)がん治療認定医 (暫定教育医を含む)、 または、血液専門医であること。
‐
4)細則第12条に定める臨床経験を有していること。                _
5)細則第14条に定める専門領域

―
、および論文があることし          、

6)糸暇‖扱J3に定める申請料を期日までに納入できること。

4: ほ碇指導医の識 請)暫 定指導医の認定を受けようとする者は、申請料を期日までに紳 、し、.細

則付則4に定める書類を委員会宛に提出する。

5.鱈 定指導医資格め審勧 委員会は、朝日医 `指導医資鰤 会にて付則4の規定に基づいて申請

者の書類審査を行υ＼その結果をもとに判定し暫定指導医を理事会に推薦する:

6.儲淀料の納付、および、:認定証の交付)理 事会は委員会により推薦された者に対し暫定指導医とし

て承認を与える。理事長は申請者に合否を通知しt合格者に}漸順昨預U3に定める認定料が期限までに

学会に振り込まれたことを確認した後、顆 動 を交付する:ただし、正当な理由がなく、合

格患彪[3カ明以内に細寸されない場合は、取得資格を喪失すぅ。              1
71 時 医の認定期間と動  :暫定指導医の認定期間は10年間とし、更新はしなャヽ

8_籠 碇お導医から指導医■の移行)暫 定指導医はt認定期間内に専門医に合格することで指導医にな

ることができるものとする。そめ際 ,認定料は免除されるものとする。

9。 (暫定指導医が専門医・指導医となるためのコ→          |       、
1)暫定指導医であること (暫定指導医である年限を問わなしつ。       ´

: 2)小児科専門医であること:        |
1 3)がん゙創蔚認定医、,または血液専門医である|と。                          、

4)善 を完納している■と。.

5)細員」第12条に定める臨床経験を有してぃることし                      :
6)細則第6条に定めぅ学会・教育セミナ

=に
出席し、糸眼J付則5に定める研修動 を満たすこと。

7)細則第15条に定める専門領域の議 、および論文があること: -    1 .
8):糸頗lJ41 o条に定める申請料を期白までに納めること。            1
9)本学会が有め朝 早印 に合謄すぅこと。      1 _                    

・

lo: :申 医資格の期 ‐ 暫定指導医は次の場合資格を喪失する。        、

1)初め らヽ辞週届けが提出された場合

2)本学会を退会した場合    1■
3)因師欝格を喪失した場合               .              .

｀ 4)申請書類の資格要件の記載に虚偽が認められた場合 (委員会の審査を経る)

Hボ
熙言鸞緋軍城蜃翻ゝ 蓬之轟節翼:翼舅雫今と呼 :.
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12.(専Fi医研修施設の暫定認連動的 ラ村舞昴暫子日から5年間を目途に、規貝」第40条に定める専F]医

研修施設の要件の2項から4項については、以下をもって専門医研修施設の認定要件を満たすものとす

る。                  |
1)小児がん認定外科医|シヽり粥幸雪:医で可とする。また、常勤でなく、非常勤または診療協力施設

でも可とする

2)日本医学蜘糊霧考勒鰈筋彰漸蒔門医また商鍵翻霜癬 門医は、勤 でなく、非詢 または激
‐

協力施設でも可とする。

3)日本病理学会病理専門医|よ 非常勤でも可とする。   .
13.本規則は、5年ごとに見直すものとする。

10
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日本小児血液・がん学会専門医制度施行細則 ver.1.0

第1条 日本小児血液。がん学会専門医制度施行細則 (以下細則とぃう)を定める。

第2条 働  専門医制度委員会 (以下委員会)の事務は、特 局において行う。

第3条 (申請期間  力所血液・ぶん朝 5医 似下:朝5め 、力も勧腋・がん躊 医 似下、指導医)、 小

児がん認定外科医 似玉 認定箱斜り 、ガ、1枷液 。がん専門動 似玉 計 ]医研卿

の申請および更新書類の提出期間は、次の規定によるざ ただし、施行開始年における申請期間は別

途定める。                     ・

1)専門医、指導医、認定外科医、専門鮨 の新規申請は、毎年4月 1日 から4月 30日 まで

とする。                           `
、 2)専 門医、指導風 認定外科区、専門医研修施設の更新申請は、認定期間終了年の前年11月 1日

から当年3月 31目までとする。 更新時期の半年前に、委員会より更噺通知を送付するものと

する。                _

第4条 儒碇黎孵μ溌づ) 承認された専門医、指導医、認定外科医、専門医け の資格は,4月 1

日付k考影ンするざ

第5条 岬 目医認定申詢  ガ萩血液 Jがん専門医の認定申請にあたつては下記の書類を委員会宛に提出す

るP ,
1)専門医

―

申請書 働碇の制

2)履歴書
｀0"施設および職勧

`た
だし、5年以上の月う辮 臨床に従事したことを示す内容であ

ること (所定の様む 、                  .
: 3)小児科専門医認定証の写し        :     、    ‐ |         ―

4)がん治療認定医、または、耐 5医の認定証の写し '         ｀

5)専門医研修施設における専朝動 証明書 6所定の様⇒           :
6)研修カリキ三ラ

^評

価表 (所定の様⇒

7)研修実績記録 (所定の議  細則第6条に示す本学会が指定する学会、セミナ■への出席記録

師 の写しを和 、これらの合計研修単位は100単位以上であること

8)学術業績リスト働定の様⇒ 糸順,第 7条1断司時桧溌表 3件 0膚の写しを添付、鐵

‐  としての発表1件以上榊 こと)、 および論文リスト3件 (論文表紙 iC赫蜜 著者、所属、要

約を含む)の写レを添付、筆頭著者として
-1編

以上榊 こと)

9) 臨床経験記録 (所定の嗣  細則第8条に定める経験症例3o例の一覧とそのうちの15
例め個別症例票 (各施設の指導医の自筆増名を添えて提出すること)i

lo)申 請料2万円を期日まで|こ所定の1座
^振

り込み、領収書の写しを提出すること、既納の申

識 }劇京則として返却しない

-1 1-
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第6条 側修単0 研修実績として認定する
一

ミナニ、およびその研修判コよ以下の通りとする。

劃帝

―

会 (2回四 須 10単位

本学会主催教育セミナー lo単位

セ ッシ ョン 51自立

日本血液学会学術集会 10靴

日本型彫精幸篭轟緬集会 10勤立

日冽ヽ膚ギデイミ 5靴
日相 台療喘た会 5靴

白冽史血財全ユL血f学考ヽ 5靴
日 5靖自立

日柿 蝠 舶 7は 5難

国際小児がん学会lSIOPl 110単位
.

米国臨閑唾瘍学会lASCOy 5難
米国癌学会 lAACRY 5靴

脚 ‖ヽ励樋 蕩 審 単CⅧ) 5増自立

米国血液学会 lASHD 5ヨ蘭立

欧州血に lEIIAl 5靴

蜘 ‖迪齢 雌 鵬 餞 絵 (瓢0 5鶴自立

その他0/」サ勘必マ・ガサこがん関連学会・

雌 ※

2～ 5単位

(峠 5勒
※ :その他のガリ血 液・」ヽ見がん関連学会・研究会については、男l隧申請・審査する。   i

第7条 (学術業績 :嘲門D 学術業績は、糸暇l176条ヤご百レ曜考コ湘定する書 ミナーでの発表、‐

およびpeer review systelllの ある学術晦誌に掲載された論文 併初報告を含Dを各3件ずつ記載

する。      ́         1        1
2.学会発表は、直近の5年間のイザ証山はガリ己がんに関する学会発表ヤ1限る。筆頭演者としての発表を      ,

1イ牛以上含まなければならなし、筆頭演者には誌上発表は含まなυヽ                   ‐

1 3.論文は、直近の5年間孵 :ガ所犠暢学に関直した論文 (症例報告を含む)に限る。筆頭著者と

しての原著論文を1件以上含まなければならなυヽ 学会抄録は論文には含まなυヽ

第8条 (臨床経験 :専門D 診療チ‐ムの

「

員として診断・治療桁 った症例のう難 しない30例の 1

FIJll―覧を所定の様式に記入し、そのうち15例を個別症例票に記載する。診療チニムの~員とは、 「  |
診断や治療の方針決定に参加し、治療中に治療指示や病状説明を行つた者をいう。

1)診療チームの一員として入院治療にあたらた症例のうち、以下のものを1例として算定できる。

ただし、腫瘍性疾患については専門医研修施設で経験 (診断および治囀 した症例でなければ

_ ならなセ、 しかしt非腫瘍性血液疾患あるいは造血幹細胞移植については、指導医のもとで経 ・

験した症例であれば施設を間わなセヽ  |
(1)腫瘍性疾患 健麺酬糎暢および日物園

"          1      _      

｀

|      :① 初勝梃7鏃居渚の診断と治療    1   
‐           `    :

② 再発動 直後の治療入院 , I
③ 終期      '  ′     1 _   ‐

(2)弗唾瘍朧血液痴憲 銑夭隆:後天隆凝固障害、鉄欠乏性貧血を除く赤血求痴ま 非腫

瘍性自I艤瞬痰ま 血小板異淑 輛 創漑ミ免疫不全症なじ

①l初発た治厠書者の診断と治療 例来での研修も含む)′
     '  ■
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‐     ② 合性 朝 鏃

例 :感染症のための線 造血幹綱咆移植、出血性痴患では搬 卜科的治療    .
′               のI卜 而管理のための入院、免疫学的治療など特殊な治療での入院、外来で,

1          、
｀   の |卜 而叡

.         (3)同 種造血幹細胞移植症例

2)必輌 腹 を以下のょうに定める。

(1)造幅翻錫       10例 以上
'(2)匿

冊徒訓房    1      l oJl"た上

(3)非睡瘍m      5例 以上              :
|     (4)か つ上記および同種宣婿晰畷彬薙範例の合計が3o例以上とする。

3)個別症例票の15例に|ま、以下の疾患を各1例以上含めること。ただし、施行開始5年間は付

貝‖こ定める暫定措置に従うものとする。

急1生 リンパ性白血病、急性副撤生白血病、悪性リンノⅧ象 ガす外刑腫瘍 0制 歎     、

肝芽腫t腎刻底 月断醐包唾瘍のうち二つ)、 骨軟部唾瘍、脳腫瘍、鉄欠乏陰 血を除  、

く赤血球痴訳 血/1標常、凝固異常、同種進血幹細胞移植症例             ヽ

第9条 l●F]因詢剣 試黎中 と口頭献潤とする。      ,
2.研修セミナ,テキストt指定教科書を設定し、その内容に準処した試験とする。

3_日頭試間は、主に、提出された臨床経験記録の症例について行う。

第10条 鱒朝口覇額ヨ。議碇外科医認定の申請料、認定料、更新料)専 門医認定・言韻ジ瞬医認定の申請

料(専門医 I言嵌ン瞬 医の認定料、専門医・言嵌砂瞬 医資格の更新料は、:それぞれ2万円とする。
'   既納の申請料、認定料、更新料|』明歌」として返却しなし、               1

第11条 ‐圏 弓医資わ 更新申請手続き)専 門医資格帥 申請には、次の書類を委員会宛に提出する。 |
1)専門医資格更新申請書 嗣

2)研修実績記録 所定の嗣 糸暇」第6条に示す本学会が指定する学会、セミナーベの出席記

録 惨珈副の写しを湘D、 これらの合計研修単位はloO単位以上であること       ´

1  3)学術業績リスト動淀の制  糸順り第7条に示す学会発表3件 0録の写しを総 。ただ

し、筆頭演者としての発却誠げ しも必要としなvヽ )、

‐
およ術 含文り不卜3件 輪寿 識 俵 /キ   1   ・達1著者、所属、要約を舒い の写しを熱 、ただし 筆頭著者の肺 文|だしも必要 !

としなルヽ)                      '           ｀

4)臨床経験記録 厨定の機  糸暇J第 12条に示す経験症例の一覧 (各施設の指導医の自筆

,  署名を添えて提出すること)         `   |                .
5)更新料2万円を期日までに所定の口座

^振
り込み、領収書の写しを提出すること。   1     、

‐ オl「盗 馘 尤 選 ゝ    認  
動 のo鋼u鰤 藤 隷 た曲現がん

ハること。経験症例の疾患領域は問わなし、

.: 
第 13条 (指導医認定申詢  指導医の認定を申請する者は、T.Eの書類を委員会宛に提出する。

1)指導医認定申請 ぐ奏式(アド≠会計 弓邸 捩む番号罐峯等む)‐      ・           .「
2)履歴書 0駿施設および膨名)。 ただし、10年以上の小児血液および l、児がん臨床および研

′      に従事したことを示す内容であること。

3)推薦書 指導医または暫定指導医2名により署名された指導医掏書羹     「    :
4)学術礫績リスト研定の康場 孫順り第14条|― ω緑の写しを添付)および

論文のシスト(論文表紙 (表題t著者、所属t要約を含む)の写しを湘つ    .
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第 ■4条 (学術業績 :繹凱∋  指導医認定に必要な業績は以下のものである。

1)直近の5年澗に細則第 6条に示す本学会が指定する学会での共同演者

-5回
があるこ

と。誌■発表は含まなし、               、

2)小児血灌k小児がんの臨床または僑渡し研究に関連した、筆頭論文5件があること。総説も可

 ́   とする。学会抄動ま含まなし、                      ′

第15条 (申 弱諭 指導医資格の更新は、専門医の資格更新手続きと同時に行うものとし、細

貝」第11条1静 ヤ劫日えて以下の書類矮 員効 に提出する。             
｀

1)篠 医資格更新申請書 m  `        `
2)学術葉績リスト (所定の饒場  細則第11条 3)に示す学会発表3件にカゴえさらに2件の

学会溌表リスト0海の写しを深い。

第■6条 儘碇列料医認定申請 小児がん認定外科医の認定申請にあたつては、下記の書類機 会宛に提

け る。
`

1)小児がん詑 瞬 医認定申請書 闘                       '
2)イサ引い時朝

―

写し

3):がん        写し に碇郵清医認定証を舒D                .
4)研修峡驀記録 (所定の同  痢唄lJ76条に示す本学会が指定する学会、セミ

‐

「

―の出席
i     

記密を惨珈副の写しを励 、これらの合計研修単位は100単位以上であること

5)学術業績リスト所定の様式)ガ況がルに関する学会発表3件 0録の写しを添付、筆頭  :
演者としての発表1イ牛以上を含むこと).、 および論文リスト3件 儲紋表紙 俵題、諸 、

所属、要約を含む)の写しを添付、筆頭著者としての論文1編以上榊 こと) `
6)臨床経験記録 厨定の様式)林暇J第 17条に示す経験症例20例の二覧とそのうち腫瘍摘   ‐  ・

・    出術3例枷 5例の個別症例票 (各施設の指導医の自筆署名を添え雌 出すること)      `
7)申請料2万円を期日までに所定の日座ヽ振り込み、領収書の写しを提出すること。既納の申     l.謝

劇原則として珈 しれ ■           
｀          1     `         l

第17条 (臨床経験 :言額ジ辮医申請哺  小児がん症例に関する全身麻酔下手術を20例以上経験してい
.   :

ること。                                1       `
'1)20例中、執刀医または指導助手として腫瘍摘出術10例 (う ち5例は部分切除、

'生
検を可

とする)を必須条件とするし 
｀
        :       |  :    :

2)悪嚇 出術に準ずる良性瞳瘍摘出術を合計5例まで算入することができる。

第■8条 儘碇例ギ駆鑽幣つ更新申請手続き) ガリ見がん認定外科医資格更新の申請には、次の書類を委員

会宛に提出する。

1)ガ滉 が人屋徒外科医資格更新申請書 0飾⇒     ‐

1  2)研陽劫鏡録 所定の様⇒ 細則第6条 1衛寸本学針が指定する学会、せ、■――の出岬
.‐ 録 囲 回の写しを添的、これらの合計研修単位は50単位以上であること '
3)学術業績リストけ淀の康⇒  直近5年間の小児がんに関する議 3件 (抄録の写し

'   をふ 、ただし、筆頭演者としての発表は必ずしも必要としなし、)て および論文リスト1件

論文表紙 俵題、著者、所属、要約を含む)の写しをS、 ただし、筆頭著者の原著論文

は必ずしも必要としなレヽ)                 ′

4)臨床経験記録 所定の朝  糸順」第10条に示す経験症例の一覧 絡施設の外科部門責任
者ヽの自筆署名を添えて提出すること)              t   ́  |

5)更新料2万円期 日までに所定の日座 振ヽり込み、領収書の写しを提出すること。

第19条 (臨薦経験 :認定外科医資鰤 ⇒ 直近の5年間置眠 がん認定外科医として、ガヽ見がん症例  ´

‐14-



日本小児血液・がん学会専門医制度施行細則 ver■o
2011.1.26                  .

に関する全身麻酔下手術を10例以上経験していること。

1)経験症例10例中、執刀医または助手として5例以上の悪悧唾瘍滴出術または生検を必須条

件とする。

2)悪1劃鏃 出術に準ずる良悧唾瘍摘出術を合計3例まで算入することができる。

第20条 印 ■医研修施設認定の申請)専門医研修施設認定を申請する施設は、以下の書類を委員会宛に提

出する。                             1              ′

1)専門医¨ 申請書 爾

2) 嘔  戯 .

3)指導医・暫       書 0護⇒

:  14)´ 小児がん認定外科医 (当面ヤシヽり悔幸雰号医)、 放射線診断専門医または放脇劇働蕪鶉]医、
:      病理専F5医の在籍証明書 G慟め

5)診劇彫勧饒嗣朗書 (院場

6)診療実績報告書 国  細則第8条 1項に示す研修対象疾患 (1症例1疾患とする。ただ ｀

し、造血幹細咆修値はこの限りでなしつの直近の3年間 (1月～12月 )の初発症例の一覧

蜘則第22条の診療実績を満たすこと)を記載し提出する。 11
7)研修カ リキ■ラム m      、

第21条 σ州らカリキユラム)専門医研修施設は、本学会が定める i評1医研修カリキュラ

^′

怖燿肇勲 |「

準拠した研修カリキュラムを策定し、専門医研修施設認定申請および更新時に提出する:

第22条 (診療知 専門医研修施設は、3年間に下記に示す診療実績がなければならなし、初発症例は、

すべて本幹 D′隅 が        、または、月ザ血雌嫉指鐙録事業に登録されていなけれ

ばならいなヤt造薩新剛粥雑嘘例|ま すべて造耐剛缶笏豊窮
=玩

管理プログラムmmPに登録

されていなければならいなマ、          .
1)進血器腫瘍初発症例10例は または固形腫瘍初発症例10例以上 : _
2)非:蜘 液痴患初発症例 (定だ1生

。後天脚 障害、鉄欠乏性貧血を除く赤血球痴表 非腫

:     瘍性自血求系厠患、m/1燿常なの の靭 あゞれば合計に加算する。     ,
3)造熙鋼随移碑拶華があれ威舗‖鋤麟する。

.   4)上 記の合計が30例以上とする。

、  第23条 (専門医研修施設資格の更新手続き)専門医研修施設資格の更新を申請する施設は、以下の書類を

1     委員会宛ヤ確 け る。       :
1        11)葛計ヨ医刀躍動麓設資寝,5C訴申詰   (樹きυ ′                        .

.    2).颯 αが)    : .   :   '     :  ´
3)指導医・暫定指導医帥 書 0薫⇒                 :
4)ガも見がん認定外科医 (当面[シjザ汐瞬 専門医)、 放射線診断専門医または放射線治療専門医、

:  病理専門医の在籍証朗書 g嵩⇒

:   5)劾 ¨ 書 (障⇒            ‐

｀  6)言鶴 :実密確書 鰈鋤 (                 1
:    7)研修カリキュラ

^備
試)            .             _

8)研修カリキュラム実施証明書 aおむ               '

椒 J    `     |
1.対眼」は、平成23年 4月 1日 より施行する。                    |   |
21(専門医認定申請時の個別症例票の暫赳聞動 施行開始5年間ヤよ 細則第8条に定める個別症例票の1

.   .5例
には、造血器瞳瘍 (急性リンバ性白砺 、名哨畔報道1生白赫 、翻生リン′瑚重のし)ず珈しかを3JID、
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固形腫瘍 e嘲登用]重、肝剤 歎 .腎芽:重 胚細嘲 コ颯 骨轄 団蒻 、脳腫瘍のいずれかを3例 、非腫瘍

性血液痴憲 (赤血求痴憲 {鉄欠乏性貧血を除く}、 m/1、板異常(凝固異常のいずれかを劉列 、同種造

銹 :勧多値症例 1例を含むものとする。

3.1/1も懃h液 。がん暫定指導医申護静}・ 議碇卦Dガザ勧M■ がん暫壽 医 (以下、輔 Dの 申請

料・認定料ヤま各2万円とする。既納の申詳請卜制 は原貝」として返却しなし、

4.籠虚指導医の認定申請  暫定指導医の認定を受けようとする者は下記の書類を委員会宛に提出する。

1)暫鵡 離 申請書 (隣場

2)ガル躙 専F]医の認定証の写し    :
3)がん峙 鱈碇激清医を含む)、 または、血液専門医の

…

写し
,  4)履 歴書 g膠施設ぉょび践名)。 ただし、10年以上のイサ血灌およal、児がん臓 よび研

究に従事したことを示す内容であること。

5)学術業績リスト 航 の様⇒  糸限」第14条に示す学会発表 0録の写しを添mお よび
論文のリスト (論文表紙 (表題、著者、所属、要約を含む)の写しを添付)

6)臨床経験記録 (所定の嗣 : 糸暇l1412条に示す経験症例のT覧 _

7)申請料2万円を期日までに所定の口座
^振

り込みく領収書の写L  i
5.籠碇指導医用の専門医・指導医認定申請) 暫定指導医が専門医・指導医の認定申請するときは下記

の書類を委員会宛に提出するも                  ヽ

1)専門医

―

申譜 0預三θ鉢薄⇒
・   2)指導医認定申謗 働定の齢ミ 本峙考ざ雪定鮮妻妻医認贅茎酎手をそ費1) 

｀

3)力 申ヽ 叩驀碇証の写し

4)がんγ働蕎群趣獄 または、血液専門医の認定証の写し                  :
5)研修実績記録 け碇の制  糸限l176条に示す本学会が指定する学会、セミナーヘの出席 :

記録 (参力匝の写しを納 、これらの合計研修単位はユ00単位以上であること    ・

6)学術渫績リスト 所定の制  細則第11条および細則第15条に示す学会発表 G夕影り、

写しを添0、 および論文のリスト1儲紋表紙 (表題、著者、所属、要約を含む)の写しを添

0       1 :
7)臨床経験記録 け碇の様囀  糸暇悌 12条ヤ

…

例の■覧    
‐

8)申請料2万円を期日までに所定め口座
^振

り込み、領収書の写L
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